
 

 

１．ディスポーザって？ 

 

２．設置するとこんなメリットが！ 

・バイオマスエネルギー利用による地域環境への貢献 

・家庭ゴミの軽量化、減量化によるゴミ出し労力の軽減 

・屋内に生ゴミを貯めないことによる悪臭・害虫の防止、衛生面の向上 

・ゴミ収集場での鳥獣被害・臭気発生等の防止、衛生面の向上 

・ゴミの収集量の減少による焼却・埋立費などの行政コストの削減 

・ゴミ焼却時に発生する二酸化炭素・ダイオキシン発生の抑制 

３．使用料はかかるの？ 

   無料です。（下水道使用料への上乗せや月々の使用料などはありません。） 

４．何でも流していいの？ 

   生ゴミ以外は流してはいけません。 

また、下記の一部生ゴミも流せませんので、ご注意ください。 

    ・竹の子の皮やトウモロコシの芯などの、繊維質の強いもの 

    ・貝殻、卵殻    ・牛骨、豚骨、鳥骨 

５．設置工事はどこでやるの？ 

   黒部市排水設備指定工事店による設置工事が必要です。 

   工事費用は個人負担となりますが、ディスポーザ設置補助金がありますのでご活用

ください。（詳しくはウラ面に！！） 

 

 

―お問合せ先― 

 黒部市役所 上下水道経営課 

  Tel  0765-54-2111（内線 2515） 

 



営業用・事業所用に設置される場合は該当しません。 

 

※二世帯住宅等については、１戸とみなします。 

※1 

 

※2 

 
※3 

 

(4)ディスポーザ設置後の状況を示す写真 

 

 

 
 

住宅用ディスポーザを設置される場合、その費用の一部を補助します。 

 

【補助金額】 

 ディスポーザ１基につき 30,000円（ただし、設置費用の 1/2以内を限度とし、1,000円未満は切

り捨てます。） 

 なお、戸建住宅の場合は、※１戸につき１基、共同住宅の場合は、居住戸数までを限度とします。 

 

 

【補助対象者】 

(1)公共下水道または農業集落排水施設の使用者、もしくは排水設備設置者の方。 

(2)戸建住宅の場合は、市内に住所を有し現に居住している世帯で、共同住宅の場合は、建築主

等の方。 

 

 

【補助の要件】 

(1)市税に未納がないこと。     (2)上下水道料金に未納がないこと。 

(3)下水道受益者負（分）担金に未納がないこと。 

 

【補助対象期間】 

現在下水道に接続されている方、または、平成 27年度までに下水道受益者負（分）担金が賦課

されている方は、平成 30年度まで。 

平成 28年度以降に下水道受益者負（分）担金が賦課された場合は、賦課後 3ヶ年まで。 

 

【申請方法】 

 ディスポーザを設置された日から 6カ月以内に下記の書類を添えて上下水道経営課へ申請して

下さい。  

 (1)ディスポーザ設置補助金交付申請書 

 (2)ディスポーザ設置報告書 

 (3)ディスポーザ設置に係る契約書及び領収書の写し  

  

 

 (5)市税の納税証明書 

 (6)法人の場合は、登記簿謄本または現在事項全部証明書（写し可） 

  

 

 

【黒部市ディスポーザ承認機器リスト】 

 

 

社 名 型 式 

アイザック・ユー（㈱日本ゼスト） ZH-1 

日本エマソン㈱（アムズﾞ㈱） 
AC115MK2 

AC105 

マックス㈱ 
GD-B181MS 

GD-B181MP 

パナソニック電工㈱ KD-133 

テラル㈱ DSP-100H 

社 名 型 式 

㈱安永（東海工業㈱） YD200B 

㈱フロム工業 
YS-8000B 

YS-4000L 

㈱ＥＣＳ GE-01 

スキューズ㈱ モデル F-13 

㈱LIXIL ランドミル DPR 

※1 ‥‥保証書で代用可 

※2 ‥‥ 新築・リフォーム等一体工事の場合は、 

設置工事に係る費用の見積り書で代用可 

※3 ‥‥ 排水設備の確認申請書完成書類として 

提出済みのときは不要 

※ディスポーザを設置される場合は、排水設備新設(増築・改築)計画確認申請書の提出が必要です。 


